
資 料 7  

決済及びデータ送受信に関するワーキンググループ（案）  

1．検討事項  
次の事項について、「保険者による健診・保健指導の円滑な実施   

方策に関する検討会」での議論のたたき台となる原案を作成する。   
・保険者間における決済及びデータ移動の方法   
・保険者から社会保険診療報酬支払基金に対して報告する  

データの仕様   

・被保険者への健診結果の通知の様式 等  

2．メンバー  

次の組織団体（事務局を含む）に所属する実務者各1～2名程度  

健康保険組合連 
国民健康保険中央会  

社会保険庁  

日本医師会  

日本総合健診医学会  

日本経済団体連 

各メンバーを具体的に誰に   

するかは、事務局において、   

後日取りまとめる。   

また、個別のテーマに応じて、適宜、他の組織団体（例：社会  
保険診療報酬支払基金、保健医療福祉情報システムエ業会等）や  
有識者に対して、メンバーとしての参加を依頼する。   




